
平成29年度
新潟市地域防災計画修正案

（防災会議資料）
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❸ 要配慮者施設における避難確保計画の作成❸ 要配慮者施設における避難確保計画の作成

❹ 外国人旅行者向け避難マニュアルの作成❹ 外国人旅行者向け避難マニュアルの作成

❶ 災害時受援計画の策定❶ 災害時受援計画の策定

❷ 地震発生時の避難所の一斉自動開設体制の見直し❷ 地震発生時の避難所の一斉自動開設体制の見直し

説明資料

主な修正内容



❶災害時受援計画の策定

応援職員受入れの基本的な考え方

◆受援班の設置

人的資源の有効活用のため、総務対策部内に受援班を新設し、受
援状況を一元管理
◆受援業務
・BCPに基づき、災害対応業務及び通常業務のうち緊急度が高く職員
の不足が見込まれる業務

・過去の大災害の応援・受援の実績から本市の受援対象業務を特定
（15業務を1次特定）
◆応援要請先

・基本的に全国スキーム、指定都市市長会等の包括的応援調整機能
に応援要請

・ただし、業務によって個別に応援調整の枠組みがある場合はその枠
組みに応援要請
◆応援側に求める対応

被災地では食料、宿泊先、燃料の確保が困難なため、応援側で応
援に必要な資機材等を用意する「自己完結型」を基本とする。
◆応援経費の負担

別途、経費負担の取り決めがある場合を除き、本市の応援要請に
かかる応援側の経費は、本市が負担

受援対象業務及び応援要請先

計画の趣旨

災害時、国、自治体等からの人的応援を迅速かつ円滑に受入れ、応
援職員の力を漏れなく最大限に活用するとともに総力をもって災害に
対応できるよう、必要な事項を定める。

• 受援業務の特定及び応援要請人数の算出
• 受援体制の確立及び庁内での役割分担の明確化
• 応援要請及び受入れ等の手順の整理

応援職員の受入れ体制編

担当名 主な役割
本部事務局 下記を含めた災害対応の全体統括・調整

総務対策部

災害対応職員に対する後方支援
◇職員班 ・職員の参集状況把握

・庁内間の人員調整
◇受援班 ・受援状況の一元管理

・応援要請、受入れ調整（一部業務）
◇総務班 ・受入れ環境の調整（本庁執務室・駐車場など）

各対策部
受援業務の実施主体
・個別の応援要請枠組みがある業務について、応援要請、受入れ調整
・応援職員の受入れ、受援業務への配置（従事指示）

役割分担

受援業務 要請者 応援要請先

災害対策本部運営

受
援
班

・全国スキーム（総務省）
OR

・指定都市市長会
OR

・新潟県

避難所運営

医療救護活動

保健活動調整

建物被害認定調査

罹災証明発行

災害廃棄物の処理

当
該
対
策
部

災害廃棄物処理支援ネットワーク

医療救護活動 新潟県（医療活動支援班）

保健活動 新潟県（応急対策部）

下水道被害調査及び応急復旧 21大都市災害時相互応援協定

被災宅地危険度判定 県被災宅地危険度判定連絡協議会

被災建物応急危険度判定 全国被災建築物応急危険度判定協議会

消化、救援、救急活動 新潟県 OR 消防庁
水道被害調査及び応急復旧 日本水道協会中部地方支部 他

DMAT等の受入及び調整 新潟県（DMAT新潟）
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基本的な考え方

≪大規模災害での教訓≫

ラストワンマイル問題の発生

市町村が設置する集配施設の作業が追い付か
ず、物資が滞留し、避難所までの輸送が遅延

【原因】

◆関係機関内での連携不足
◆状況把握・情報共有の未徹底
◆２次集配施設の負担集中

◆物流体制の全体最適化
・ 役割分担の明確化、情報の共有化、指示命
令・伝達系統の簡素化を図り、国・県・市が一
体的な物資調達、輸送計画に基づき行動する。

◆ ２次集配施設の効率化
・ トラックの横づけ、フォークリフトの利用がで
きる等、物流に適した施設を２次集配施設とす
る。

・ ノウハウのある民間事業者との協力体制を
構築し、専門職員によるオペレーション、専用
資機材の活用などにより作業効率化を図る。

≪問題解決のための方策≫

・【第３部第１章第３節 災害対応職員応援要請計画】,【第３部第１章第18節 支援物資供給計画】を【応援要
請計画】,【支援物資供給計画】として全面修正。【第３部第１章第17節 輸送計画】の内容修正

修正概要 【地域防災計画 「第３部 第１章 第３節 応援要請計画等」】

物流体制構築編



❷地震発生時の避難所の一斉自動開設体制の見直し

修正概要 【地域防災計画 「第２部 第２章 第４節 震災における避難計画 」等】

現状と課題

・【第２部第２章第４節 震災における避難計画】,【第２部第３章第４節 風水害における避難計画】
を統合・修正し、【第２部第１章第16節 避難及び避難所計画】を新設

変更内容

新（見直し後） 旧（現行）

一斉開設
基準

震度６弱以上を観測した区

※ 震度５弱・５強の場合は、避難希望者の状況を確認する体制を
とり、危機管理監または区長が避難所開設の必要があると判断し
たときは、各区の全部または一部の避難所を開設する。

震度５弱以上を
観測した区

現状、区内で震度５弱以上の地震が発生した場合に避難所を一斉自動開設しているが、震度５弱地震では被害が
少なく、避難者がいない可能性がある。また、 開設・運営のための職員が多く必要だが、通常業務継続のための人員
も必要。



❸要配慮者施設における避難確保計画の作成

修正概要 【地域防災計画 「第２部 第３章 第２節 水害予防計画 等」】

・【第２部第３章第２節 水害予防計画】および【第２部第３章第３節 土砂災害予防計画】に、要配
慮者施設における避難確保計画作成と訓練実施の義務化について記載。

避難確保計画の作成等

水防法および土砂災害防止法の改正により、洪水浸水想定区域・土砂災害警戒区域内に立地し、新潟市地域防災
計画に記載されている要配慮者施設について、避難確保計画の作成等が義務化された。来年度より対象施設に対し
て通知を行い、計画の作成等を推進していく。

 施設周辺の避難経路図

 避難情報等が発令された際の防災体制

 情報収集とその伝達方法

 事前に設定した避難場所への誘導方法

 避難誘導の際に使用する資機材リスト

など

計画の記載内容

 モデル計画を示し、対象施設における避難

確保計画作成の支援を行う。

 対象施設において作成された計画に基づく

避難訓練の実施に伴い、ハザードマップの

活用を推奨するなどして、より実効性を高め

ていく。

計画の活用
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❹ 外国人旅行者向け避難マニュアルの作成

修正概要 【地域防災計画 「第２部 第1章 第1５節 要配慮者安全確保計画」】

災害時における訪日外国人旅行者への避難誘導整備を目的に避難マニュアルを作成し、市内の宿泊施設事業者を
対象に、マニュアルを用いた避難誘導講習会を開催した。今後も事業者向けの講習会を開催するとともに、市内在住
外国人の避難訓練等の機会を利用しながら本マニュアルの周知を図る。

・外国人等に対する対策に、外国人旅行者への避難誘導マニュアルの配布、宿泊事業者を対象とした避
難誘導講習会の開催等を追加。

・北陸信越運輸局等が主体となり作成。

・災害別に取るべき行動や指差し会話シートに加え、避難所や津波避難

ビルをマップ化。

・観光ガイドブックとしての内容も盛り込み、携帯率向上を図った。

・英語、中国語（簡体字・繁体字） 、韓国語版を作成。

外国人旅行者向け避難マニュアル 避難誘導講習会の様子



平成29年度 新潟市国土強靱化地域計画
主な取組事例

（防災会議資料）

資料２



足元の安心安全の確保

想定最大規模の浸水想定公表

水防法に基づき、新たな想定を反映した新潟市洪水ハザードマップを作成

平成27年
水防法改正
→従来公表してきた洪水浸水想定区域を想定最大規模降雨（発生確率がおよそ1,000年に1度）
によるものへ拡充

平成28年
国土交通省により、国管理河川の想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域が公表される

平成29年
新潟県により、県管理河川の想定最大規模降雨による洪水浸水想定区域が公表される

現状の洪水ハザードマップは計画規模降雨（発生確率がおよそ70～150年に1度）の洪水浸
水想定に基づき作成された。

新たな洪水浸水想定公表までの経緯



足元の安心安全の確保

新たな想定を反映した洪水ハザードマップの作成

【 地 図 】

【 啓 発 情 報 】

災害発生前にしっかり勉強する場面

災害時に緊急的に確認する場面
両場面で活用できる内容に

・行政区ごとに河川別、中学校区別それぞれのマップを作成

河川別 → 1河川の影響範囲を記載
中学校区別 → 複数河川の浸水想定を重合して記載

・避難所、避難場所の避難可否判定を河川ごとに行い、その

一覧を掲載

・家屋倒壊等氾濫想定区域、土砂災害警戒区域を図示

居住地域での危険箇所の把握や、避難先とそこに到達

するまでの避難路の検討等に活用できる構成

〇主な記載内容

・洪水浸水想定の前提条件 ・避難情報の種類や伝達、入手方法 ・指定避難所等の一覧

・洪水に備えた事前の心構え ・洪水発生時における避難の心得 ・備蓄品リスト など



救援・代替機能の強化
上越新幹線「とき」と特急「いなほ」が同じホームで乗り換えが可能となります。

日本海国土軸と首都圏との連携強化

庄内・秋田方面との日本海国土軸の形成

新幹線と在来線の乗り換え利便性向上

乗り換えイメージを表したものであり、実際の状況とは一部異なります

乗り換えイメージを表したものであり、実際の状況とは一部異なります

2018年
4月15日
開業



平成29年度
関係機関の防災対策の取組みについて

（防災会議資料）

資料３



●新システム構築（運用：平成30年4月～）
・支援物資・備蓄物資管理機能

⇒避難所の物資ニーズの集計の迅速化

●熊本地震の課題

・物資供給の遅れ・集積拠点の機能不全

・罹災証明発行の遅れ

災害時情報システムの構築
平成28年度

平成29年度

●課題解決の方向性

・避難所のニーズ把握・物資集積拠点から

の配送へのスキーム確立

・システム導入による業務軽減・マンパワー

確保

・罹災証明発行・被災者台帳管理機能

⇒家屋調査・罹災証明発行の効率化による被災

者再建の迅速化

・災害対策本部支援機能

⇒効率的な情報共有による人員削減・マンパワーの確保

システム



新たなステージに対応した防災気象情報の改善

３時間先までの流域雨量指数の予測値が洪水警報
等の基準値に到達しているかどうかで危険度を５
段階に色分けして表示。

１時間先までの表面雨量指数の予測値が大雨警報等
の基準値に到達しているかどうかで危険度を５段階
に色分けして、1km毎に表示。

交通政策審議会気象分科会の提言 情報改善の2つの方向性
・危険度やその切迫度を認識しやすくなるよう、分かりやすく情報を提供する。
・社会的に大きな影響を与える現象について、可能性が高くなくとも発生の恐れを積極的に伝える。

平成○年○月７日２１時１９分釧路地方気象台発表
○○市
【発表】暴風，波浪警報 大雨，雷，濃霧注意報
【継続】高潮注意報

８日昼前までに大雨警報（浸水害）に切り替える
可能性がある

８日昼前までに高潮警報に切り替える可能性があ
る

根室市 今後の推移（ 警報級 注意報級）
備考・

関連する現象
発表中の

警報・注意報等の種別
７日 ８日

21-24 0-3 3-6 6-9 9-12 12-15 15-18 18-21 21-24

大雨

１時間最大雨量

(ミリ)
10 10 30 30 50 50 50 30

（浸水害） 浸水注意

暴風

風向
風速
（矢印・
メートル）

陸上 15 18 20 22 22 25 18 15 15 以後も注意報級

海上 20 22 25 28 28 30 22 20 20 以後も注意報級

波浪 波高（メートル） 5 5 8 8 8 9 8 7 7 以後も警報級

高潮 潮位（メートル） 0.7 0.7 0.8 1.0 1.8 2.0 1.8 1.2 1.2
以後も警報級

ピークは８日１５時頃

雷 突風、ひょう

濃霧 視程200メートル以下

今後の危険度の高まりを即座に把握できる！

・視覚的に分かりやすい情報 一目で、何時、どこが危険かを認識できる情報

危険度を色分けした時系列洪水警報の危険度分布大雨警報（浸水害）の危険度分布

・可能性を積極的に伝える情報 可能性は高くなくとも事前に身構えるための情報
警報級の可能性

• 避難準備・高齢者等避難開始を発令するタイミ
ングの目安になる。

• 警報発表前に避難場所開設の準備を行うことが
できた。

• 防災資材の事前準備や確認のきっかけになった。
• 行事、イベント中止の判断の参考になった。

警報級の可能性明日に「高」の利活用例



大雨警報(浸水害)を補足するメッシュ情報
～平成29年8月19日 新潟市西蒲区で住家浸水 ～

解析雨量 08/19 08:30

西蒲区で50ミリ以上の非常に激しい雨

危険度分布の経過

07：28 大雨警報（浸水害）発表
「警戒」が出現

08：20 最盛期
「非常に危険」が出現

（予測で一段高い警報基準に到達）

09：10 終息期
「警戒」が消滅

0 0 0 0.5 0 0 0
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雨量ミリ

アメダス 巻 雨量10分値

注意
警
戒 非常に危険 警戒

注
意

表示範囲での危険度分布
の最大値の推移

上空の寒気の影響で大気が不安定となり
西蒲区では19日朝に非常に激しい雨とな
り、床上3棟、床下10棟、非住家3棟の浸
水害が発生した。

地上に降った雨はすぐに溜ま
るわけではありません。表面
雨量指数は対応格子の集水過
程を考慮しているため激しい
雨の一拍後に高まります。



寒気を伴った気圧の谷や湿った空気
の影響で、大気の状態が非常に不安
定となり、非常に激しい雨となっ
た。

07:40
尾崎（三条市）保明新田（田上町）
で注意水位を超過。指定河川洪水注
意報発表
10:40
保明新田（田上町）で避難判断水位
を超過。指定河川洪水警報発表
11:40
白根橋（新潟市）で注意水位を超
過。
15:50
保明新田（田上町）で避難判断水位
を下回る。指定河川洪水注意報へ切
り替え

信濃川下流・中ノ口川指定河川洪水
予報発表状況
18日08時30分（第1号発表）～
18日23時10分（第5号解除）

08：20

15時解析雨量
24時間積算

11:10

15:50

指定河川区区間は
洪水予報に連動し
て着色されます。
注意情報は黄色で
す。

早出川流域など
で、「警戒」「非
常に危険」が出現

下越南部山沿いを中心に
15時までの24時間で200
ミリを超える解析雨量

洪水警報を補足するメッシュ情報 指定河川洪水予報の表示例
～平成29年7月18日 信濃川下流・中ノ口川に指定河川洪水予報を発表～

指定河川区区間は
洪水予報に連動し
て着色されます。
警戒情報は赤色で
す。

新潟市南区、西蒲
区の支流域で「注
意」「警戒」が出現

本流の増水に伴う
内水氾濫にも注意
が必要な状況。

新潟市南区、西蒲
区の支流域の「注
意」はほぼ終息。



週末を挟んだ、防災体制の
計画、人員確保の有効な判
断材料となりえる。

新たな提供情報利活用イメージ
5～2日前

「警報級の可能性」
中期的な判断指標

1時間前3時間前前日

○○県の明後日から5日先までの警報級の可能性

東京地方 明後日（22日） 23日 24日 25日

雨 高 中 － －

雪 なし なし なし なし

風（風雪） 高 中 － 中

波 高 中 － 中

○○県南部の明日までの警報級の可能性・量的予報（値は最大値を示す）

12～18時 18～24時 0～6時 6～12時 12～24時

30 30 40 50 80

40 40 70 80 140以上

－

0 0 0 0 0

なし

陸 10 10 15 15 15-20

海 15 15 20 20 20-25

－

2 2 2.5 3 5

－

東京地方
今日（20日） 明日（21日）

1時間降水量(mm)

3時間降水量(mm)雨

6時間降雪量(cm)

風速(m/s)

波高(m)

風

警報級の可能性

波

雪
警報級の可能性 なし なし

警報級の可能性 中 高

－ 中

警報級の可能性 － 中

平成ｘｘ年ｘ月ｘ日１１時ｘｘ分ｘｘ気象台発表

ｘｘ市 ［発表］大雨（土砂災害、浸水害），洪水警報
高潮注意報

［継続］暴風，波浪警報

今日 明日

9時 12時 15時 18時 21時 00時 03時 06時 09時

大雨

雨量（mm） 10 30 50 80 50 30
（浸水害）

（土砂災害）

洪水

風
陸上（m/s） 15 20 20 25 20 20 15 12 12
海上（m/s） 20 25 25 30 25 25 20 15 15

波浪 （m） 4 6 6 8 6 6 4 4 3
高潮 （m） 0.6 0.6 1.3 1.8 1.8 

危険度を色分けした時系列
短期的な判断指標

5日先までの警報級の現象になる可能性

翌朝までの警報級の現象になる可能性 ５日前から警報の可能性を
把握することが可能

気象警報・注意報の文中に文章で表
現・提供してきた事項を、危険度に応じ
て色分けをした時系列の表形式により
視覚的に把握しやすい形で提供。

警戒期間、予想値が一目で
確認可能になる。

防災体制、避難対応の確立
に有効、体制縮小判断にも
有益な情報となり得る。

発災

土砂災害警戒判定メッシュ情報

土砂・洪水・浸水の危険度のメッシュ情報を提供し、危険度が高まっ
ている地域を分かりやすく伝えることで、住民の主体的避難を支援し
ます。 ↓

避難対象地域の判断に有効活用が可能となる。洪水危険度メッシュ情報

メッシュ情報（土砂災害・浸水害）
避難判断の指標

浸水危険度メッシュ情報



大雨警報(浸水害)・大雨注意報の基準とメッシュ情報での表示

メッシュ情報で用いられる
大雨警報(浸水害)･大雨注意報の基準

平成25年8月前線による大雨：大阪府
大雨警報(浸水害)を補足するメッシュ情報

表面雨量指数基準

下水道・側溝から水が溢れる
低地の浸水、住家の浸水

アンダーパス
冠水

地下室浸水

下水道や側溝の排水能力を超える
大雨による浸水害発生の危険度の
高まりを判定。

下記Ⅰ～Ⅲの基準に従い、
表面雨量指数をメッシュ毎に判定。

Ⅲ

重大な浸水害が発生する
おそれが高い

警報対象災害に対して、適中率を
重視して表面雨量指数基準値を
設定。

警
報
相
当

Ⅱ
大雨警報
の基準

重大な浸水害が発生する
おそれ

警報対象災害に対して、捕捉率を
重視して表面雨量指数基準値を
設定。

Ⅰ
大雨注意報

の基準

浸水害が発生するおそれ

注意報対象災害に対して、捕捉率
を重視して表面雨量指数基準値を
設定。

注
意
報
相
当

過去に発生した浸水害との関係や、それぞれの値に

達する頻度等を調査の上、基準を設定する。

大阪府で
住家浸水被害が
発生した市町村

■実況で基準Ⅲ以上に到達
■予想で基準Ⅲ以上に到達
■予想又は実況で基準Ⅱ（警報基準）以上に到達
■予想又は実況で基準Ⅰ（注意報基準）以上に到達

• 大雨警報(浸水害)を補足するメッシュ情報は、下水道や側溝の排水能力を超え
る大雨による浸水害発生の危険度の高まりを表す。

• 平坦な場所やくぼ地など地形的に浸水害が発生しやすい場所で高い危険度を示
す傾向がある。

浸水害発生の危険度が
高まっている地域を
絞り込んで表示

H29
導入

参考



洪水警報・注意報の基準とメッシュ情報での表示

流域雨量指数基準

メッシュ情報で用いられる
洪水警報･注意報の基準

中小河川の外水氾濫による浸水害
発生の危険度の高まりを判定。

複合基準
（流域雨量指数＋表面雨量指数）

河川周辺で発生する内水氾濫に
よる浸水害発生の危険度の高まり
を判定。

平成16年7月新潟･福島豪雨：新潟県見附市、三条市
洪水警報を補足するメッシュ情報

13日12時

Ⅲ
河川流域で発生した外水氾濫に起因する
重大な浸水害を高い確度で捕捉する
ように設定。（適中率30～40%程度）

警報
相当

Ⅱ
河川流域で発生した外水氾濫に起因する
重大な浸水害を捕捉するように設定。
（適中率10～20％程度）

Ⅰ 河川流域で発生した外水氾濫に起因する
浸水害を捕捉するように設定。

注意報
相当

下記Ⅰ～Ⅲの基準に従い、
流域雨量指数をメッシュ毎に判定。

下記Ⅰ～Ⅲの基準に従い、流域雨量指数と
表面雨量指数を組み合わせてメッシュ毎に判定。

Ⅲ 設定しない。
警報
相当Ⅱ 河川流域で発生した内水氾濫に起因する

重大な浸水害を捕捉するように設定。

Ⅰ 河川流域で発生した内水氾濫に起因する
浸水害を捕捉するように設定。

注意報
相当

「平成23年7月新潟・福島豪雨水害現地検証チーム」全体会合資料
http://www.hrr.mlit.go.jp/river/gouusuigai/hyousi.html

洪水警報を補足するメッシュ情報は、中小河川の外水氾濫、及び、河川
周辺の内水氾濫による浸水害発生の危険度の高まりを表す。

H29
より

過去に発生した浸水害との関係や、それぞれの値に

達する頻度等を調査の上、基準を設定する。

実況で基準Ⅲ以上に到達
予想で基準Ⅲ以上に到達
予想又は実況で基準Ⅱ（警報基準）以上に到達
予想又は実況で基準Ⅰ（注意報基準）以上に到達

防災情報提供装置の
表示イメージ

参考


